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１．日時及び場所   平成２３年１２月８日（木） 

開 会１０時００分 閉 会１０時３０分 

 

２．開催場所     吉富フォーユー会館３階会議室 

 

３．出席委員 

委員の定数     １５名 

   出席委員数     １５名 

   欠席委員数      ０名 

出席委員の氏名  

是木 輝義 

瀬口 勝美 

和才 直俊 

岡 万寿夫 

土屋 豊一 

守口 正典 

高原 孝幸 

奥家 信弘 

賀部 正直 

豊田 和義 

石丸 茂信 

矢頭 道雄 

恒成 一治 

若山 清敏 

是木 則幸 

 

 

欠席委員の氏名  なし 

 

４．付議事項 

 議案第２９号 農地の賃借料情報の公表について 

 

議案第３０号 農地法第５条第１項の規定による許可申請書について 

                             １件 

報告事項   農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

          １件 

           

 

５．農業委員会事務局職員 

   事務局長  桝 秀治 

事務局職員 和才 薫 

 

６．会議の概要 

 

事務局   委員の皆さんおはようございます 

皆様には何かとお忙しい中、ご出席頂きましてありがとうございます。 

ただいまより平成２３年第 13 回農業委員会総会を開会いたします。 

開会に先立ちまして是木会長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

会 長   委員の皆様おはようございます。 

      皆さんお忙しい中ご出席下さいましてありがとうございます。早速
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ですが、本日の議事録署名人を指名いたします。議事録署名人に豊田

委員と石丸委員のお二人を指名いたします。よろしくお願いします。 

では早速議事に入ります。 

議案第２９号 農地の賃借料情報の公表について、事務局より説明

をお願いいたします。 

 

事務局   「議案第２９号 農地の賃借料情報の公表について」をご説明いた

します。 

      議案の１ページをお開きください。 

      提案理由は農地法第５２条の規定により、農地の賃借料情報を提供

する必要があるためでございます。 

      （資料朗読にて説明） 

なお、同内容を２月の広報にてお知らせを予定しています。以上よ

ろしくご審議をお願いします。 

会 長   有難うございました。事務局から説明がありましたが、新年度はこ

れで行くということですが何か質問がありましたらどうぞ 

瀬口委員  物納の最高額のところが昨年と大きく変わっているが？ 

事務局   米２俵という方ですが、なぜか飛び抜けて１件だけ高額となってい

るようで、他のほとんどは１俵前後となっています。 

若山委員  金額が下がったのは理由があるのか？ 

事務局   理由ははっきりとわかりませんが、反当たり１万円の方が切りもよ

く多いのですが、たまたま、２月と６月の利用権の実績の集計したら

そうだということです。 

和才委員  データ数は増えて行っているようですね。 

事務局   ６月の時に新規契約が多かったようです。 

瀬口委員  以前に比較し今は「作ってくれ」から大規模でやっている人から「作

らせてくれ」が増えてるのかもしれんから「いくらかくれ」となって

いるのかもしれない。 

会 長   その他ありませんでしょうか 

（なしの声あり） 

では、議案第２９号に関しましては承認することと決します。 

      次に議案第３０号について事務局説明お願いいたします。 

事務局   「議案第３０号 農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て」ご説明いたします。 

      議案の３ページをお開きください。 

この案件は５条申請により個人住宅を建設するため、県知事の許可

を得るための申請でございます。 

（資料内容を朗読し説明） 

本件は農地区分としては宅地化の状況が著しい区域に近接し、かつ、

１０ｈa 未満ということで２種農地と思われ許可要件を満たしている

と思われます。 

以上で事務局からの説明は終わります。 

会 長   有難うございました。 
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それでは、地元委員の豊田委員に補足等の説明をお願いします。 

豊田委員  事務局から説明があったとおりですが、今回は東西道路に挟まれた

真ん中の転用であり問題ないと考えています。端から転用され真ん中

が残るのが一番困るので、地元としては異議ありません。 

会 長   有難うございました。豊田委員から説明がありましたが他の委員の

皆さんは質疑等ございませんか。 

和才委員  吉富町では今あの道路周辺が一番家が建ちやすいし、これだけ建て

ば回りも田を作りにくい状況ですね。 

 会 長   その他何かありませんか、では、議案第３０号に関しましては承認

することとします。 

会 長   次に報告事項でございます。「農地法第３条の３第１項の規定によ

る届出について」であります。事務局より説明をお願いいたします 

事務局   報告事項でございます。１１ページをご覧ください。相続により農地

を取得した案件です。 

     （資料内容朗読にて説明） 

会 長   特に何かご質疑はありますか？ 

      （質疑なし） 

この件につきましては、報告事項ですのでご承知おきをお願いします。 

それでは、その他として事務局より報告があるとのことですのでお願

いします。 

事務局   １１月の５条案件において、豊田委員より提案のあった「地区境界部

の場合は下流部水利委員たけでなく地元水利委員の同意も願いたい」と

の件について、総会後申請者に指導し地元今吉地区の横川兵馬理事にも

排水放流同意をいただき県へ進達いたしましたので報告いたします。 

 

会 長   それでは他になければ次回総会の日程ですが、事務局お願いします 

 

事務局   次回の委員会の日程ですが、例年１月は農業委員の選挙人名簿調整の

時期でございますので２０日ごろ開催させていただいておりますので、

今回も１月２０日（金）午前１０：００からこの場所での開催を提案し

ます。 

 

会 長   事務局から次回日程について提案がありましたが、委員の皆さん如何

でしょうか 

 

各委員   異議なしの声あり 

会 長   では、１月の総会は２０日（金）午前１０時からとします。 

これをもちまして委員会を終了いたします。皆様、お疲れ様でした。 

 

１０時３０分 閉会 


